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29日・みどりの日

類似商号規制は、既に他人が登記した商号が
あった場合、同じ市区町村内では同一の営業を
目的として同一の商号を登記できない制度。商
法で規定されていますが、今年5月施行予定の
「会社法」では、規制の効力が同一市区町村内に
限定されていることや営業目的の記載に問題が
あること等からこの規制を撤廃しています。

国　税／3月分源泉所得税の納付 4月10日

国　税／2月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

5月1日

国　税／8月決算法人の中間申告 5月1日

国　税／5月、8月、11月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合） 5月1日

地方税／給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出

4月17日

地方税／固定資産税（都市計画税）の第1期分の納付

4月中において市町村の条例で定める日

地方税／土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

4月1日～4月20日

または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで

地方税／軽自動車税の納付

4月中において市町村の条例で定める日

労　務／労働者死傷病報告（1月～3月分） 5月1日

類似商号規制の廃止

4 月 の 税 務 と 労 務
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従業員300人以上企業の
業歴20年以上の企業に
占める割合は１％未満

中小企業は、その多くが

成長しません。総務省

の「事業所・企業統計調査

（2004年）」によると、民営事

業所のうち、業歴20年以上の

企業は280万社ほどあります

が、そのうちの６割が従業者

数４人以下の事業所なので

す。逆に、300人以上の事業

所は１％もありません。

普通、中小企業はニッチ

（すき間）市場に事業機会を

見いだして参入しようとしま

すが、もともと需要が少ない

わけですから、経済環境が激

変しない限り大きくなりにく

いのです。この他、非経営者

や従業員の経験と知恵を元に

頑張っている事業も、経験や

知恵は教えて身に付くもので

はありませんから成長・拡大

は難しいと思います。

中小企業の成長を従業員の

増加と考えますと、資金需要

も小さいから金融機関にとっ

てはあまり効率のよい借り手

とはいえません。飲食店や個

人サービス業も、そうたびた

び資金需要が発生するわけで

はありませんから優良顧客に

はなりにくいでしょう。

銀行の不良債権が問題にな

った時期にいくつかの銀行

は、公的資金の注入と引き替

えに、中小企業に融資するこ

とを求められました。これに

より、ビジネスローンと呼ば

れる融資が増えました。審査

期間が短い、原則無担保で第

三者保証も不要、金利が審査

結果によって大きく異なるい

わゆるリスクに見合った金利

であることや、事務取扱手数

料をとるなどが特徴です。金

融機関の護送船団方式が批判

されたにも拘わらず横並びと

いった感がします。

審査期間が短くできたの

は、クレジットスコアリング

モデルを使った自動審査を使

うことも影響しているのだと

思われます。金融機関の審査

には、書類づくりや稟議に時

間がかなりかかります。融資

判断には相当迷う案件もあり

ますので、融資の実行の判断

をするには、金融機関の内部

で融資実行の判断の正当性に

ついて相当の書類が作られる

のが常でした。

このスコアリングはそうし

た手続きの簡略化に貢献があ

ったと思われるからです。

返済期間は、３年から５年

の上限が一般的です。スコア

リングモデルの予測精度は、

予測期間が長くなるほど低下

します。第三者保証はともか

く担保もとらないとなるの

で、否決率も金利も高くなる

のだと思われます。

回収と支払いのギャップを

埋めるための運転資金なら、

たとえば売掛金が回収できた

時点で返済されなければなり

ません。在庫の仕入れ資金で

あれば、回転期間内で返済で

きるはずです。そうした資金

を３年も５年もかけて返済す

るというのは返済期間につい

て、おかしい申込みであるこ

とに気がつかなくてはなりま

せん。

過小資本解消のため運転資
金を長期返済にしていた

分割返済のローンではな

く、必要なときに必要

なだけ借りられるようにクレ

ジットラインを組む極度融資

が必要です。それでもあえて、

運転資金を長期返済にすると

いうことは、その企業は、お

そらく過小資本であるという

ことです。

原理、原則論で運転資金の

必要資金を求めれば、希望額

の融資が決定されなくなりま

す。中小企業政策金融機関が

運転資金を長期低利で貸すの

は、まさに過小資本を解消す

るための一助にするためのも

のでしたが、民間のビジネス

ローンにこうした機能を期待

するには無理があるようで、

民間金融機関による中小企業

向け融資は減り続けていま

す。

今後、政府系金融機関が統

合されて一つになれば、これ

までのように資金が調達でき

るとは限りません。
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ニッチ市場にチラシは
効果がない

お金がもっと自由に使える

のであれば広告宣伝にかけた

いという企業はかなりあるは

ずです。テレビＣＭなどは、

中小企業にとっては費用の面

で手が届かない高嶺の花。新

聞の折り込み広告にコストは

それほどかかりませんが、効

果に問題があると思われてい

ます。

開業時にチラシをまいたけ

ど、それを見て訪ねてきてく

れた人は一人だけとか、一人

もいなかったとかこの種の話

は枚挙にいとまがありませ

ん。スーパーのように、不特

定多数の人を相手にしている

場合は、チラシでも効果があ

るかもしれませんが、ニッチ

市場を対象に専門化した中小

企業にとって、そもそもＣＭ

や折り込み広告は、良い宣伝

方法とは限りません。

そこで、登場するのがプレ

スリリースです。つまり、マ

スコミに自分から売り込ん

で、記事にしてもらうわけで

す。掲載されるメディアや記

事の取り上げられ方しだいで

は、ターゲットと考える人た

ちに読んでもらうことも可能

です。実際、プレスリリース

を活用している中小企業は少

なくありません。

ほとんどのビジネスで
活用できる

プレスリリースは、小売店

に限らず、製造業やサービス

業など、ほとんどのビジネス

で活用できます。とはいえ、

プレスリリースをすれば必ず

取り上げてもらえるわけでは

ありません。10社に送って何

社のマスコミに取り上げても

らえるかはこの種のデータが

ありませんからなんとも言え

ませんが、製品とか販売方法

が、ユニークなものであるこ

とが必要であるだけでなく、

マスコミが取り上げる以上何

らかの公共性、社会性がない

といけません。

だからといってマスコミを

必要以上に敷居が高いと考え

る必要もないと思います。一

口に、マスコミといっても、

新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、

その他各種情報誌から地域の

ミニコミ誌まで形態とジャン

ルは千差万別、それぞれに特

徴を持っています。小さな業

界紙等では、新聞の販売収益

より広告収入に頼っているの

が実情で、記事を掲載して広

告をもらおうという意図も

往々にして見られますから、

意図したところと全く違う結

果になることも知っておく必

要があります。

求められる文章力

さて、広告はお金さえかけ

れば誰にでもできます。一方、

プレスリリースは誰にでも書

けるけれども、お金をかけれ

ば良い記事が書けるとは限り

ません。記者や編集者にいか

にインパクトを与えるか。効

率よく分かりやすい文章で的

確に意図を伝えるには、それ

なりの技術（文章力・表現力）

が求められます。

プレスリリースに書かれて

ある情報が、公に知らせる価

値のあるものか否かを判断す

るのは、リリースを読む記者

や編集者にかかっているので

す。企業が自画自賛的に作る

広告とは違い、プレスリリー

スによって記者や編集者が関

心を持った情報は、それだけ

公共性が高いともいえるので

す。

プレスリリースはそのまま

記事の見出しにできるような

文章やタイトルを書くことが

必要と思われます。いくら製

品やサービスがユニークで

も、どのようにユニークであ

るかを伝えることができなけ

れば、取り上げてはもらえま

せん。メディアは、読者に受

けそうな記事や、目新しいも

のを常に探しています。メデ

ィア側の立場になって、リリ

ースの内容を考える必要があ

ります。

プレスリリースで最も重要

な部分はタイトルだと言われ

ます。何が言いたいのか分か

らないタイトルだといかに本

文が優れていてもタイトルを

見ただけで捨てられてしまい

ます。

「こういう新製品です」と

いうことがパッと見て分かる

タイトルが、最も関心を惹き

ます。まず、関心を引くこと

が最重要課題です。

〜
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
の
活
用
〜 

新

し

い

広

告
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円
や
ド
ル
と
い
っ
た
法
定
通
貨
と
は
異

な
り
、
市
町
村
な
ど
の
限
定
さ
れ
た
地
域

や
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
の
間
で
、
条
件

を
決
め
て
発
行
さ
れ
、
特
定
の
商
品
や
サ

ー
ビ
ス
の
交
換
に
使
用
さ
れ
る
の
が
「
地

域
通
貨
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。

時
間
や
点
数
、
そ
の
地
域
や
グ
ル
ー
プ

独
自
の
紙
券
な
ど
に
置
き
換
え
て
流
通
す

る
こ
の
通
貨
は
、
相
互
扶
助
や
地
域
経
済

の
活
性
化
を
目
的
と
し
て
発
行
さ
れ
て
い

ま
す
。

一
九
八
〇
年
代
頃
に
欧
米
中
心
に
広
ま

り
ま
し
た
が
、
日
本
で
は
二
〇
〇
〇
年
前

後
に
導
入
さ
れ
た
ば
か
り
で
、
そ
の
歴
史

は
ま
だ
浅
い
も
の
で
す
。
全
国
商
工
会
連

合
会
が
町
村
を
対
象
と
し
た
調
査
に
よ
る

と
、
当
初
、
地
方
自
治
体
や
商
工
会
は
こ

ぞ
っ
て
採
用
し
、
発
行
主
体
は
増
加
傾
向

が
続
き
ま
し
た
が
、
二
〇
〇
五
年
に
は
早

く
も
減
少
に
転
じ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

「
購
入
意
欲
の
湧
く
商
品
や
サ
ー
ビ
ス

が
少
な
い
」「
知
ら
な
い
も
の
同
士
で
サ

ー
ビ
ス
や
物
を
交
換
す
る
こ
と
へ
の
抵
抗

感
」
な
ど
が
参
加
者
数
が
伸
び
な
い
理
由

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

マネーサプライ

マネーサプライとは、金融機関以外の民間

部門がどれだけの支払い手段をもっているか

を表す概念で、金融機関以外の民間部門が保

有する現金と預金の合計残高のことを指し、

景気判断をする場合、よく使われます。

マネーサプライは流動性の順番に以下のよ

うに分類されています。M1（現金＋預金）、

M2（M1＋定期性預金）＋CD（譲渡性預金）、

M3（M2＋郵便貯金＋その他金融機関預貯

金＋金銭信託）＋CD。

このうち、日本銀行は「M2＋CD」の前年

同期比伸び率を四半期の始めの月に「予測値」

として発表しています。この「M2＋CD」が、

政策判断に用いられています。なぜ、マネー

サプライの伸びを見ることで今後の景気を占

うことができるのかは、その金利効果と資産

効果にあります。

（１）金利効果
日銀貸出の増加等でマネーサプライが増え

た場合、コール市場、ユーロ市場、あるいは

債券市場において金利が低下し、結果として

企業に対する貸出金利が低下します。

企業の資金ニーズとしては、在庫資金、設

備投資資金があげられますが、いずれも、将

来の売り上げ増加を見込んで在庫を蓄えたり、

生産能力を高めるための資金であり、その資

金調達には当然コストがかかります。コスト

としての金利が低下すれば、在庫投資や設備

投資を促すことになり、結果として経済成長

をもたらします。

また、個人にとっても、金利の低下は住宅

ローン金利の低下やクレジット、各種ローン

金利の低下をもたらし、住宅取得や耐久消費

財の購入を促進します。

（２）資産効果
保有貨幣が増加、あるいは金利低下で土

地・建物の価格が上昇すれば、保有資産の価

値が高まることによって、個人の消費を促す

と言われています。しかし、ここ数年は、マ

ネーサプライは伸びているにもかかわらず、

資産効果は現れていないのが現状です。

利
益
を
株
主
に
還
元
す
る
企
業
が
増

え
て
い
ま
す
。

あ
る
調
査
機
関
に
よ
る
と
、
東
証
一

部
上
場
企
業
の
二
〇
〇
五
年
度
の
年
間

配
当
総
額
は
約
四
兆
七
四
二
六
億
円
と

三
年
連
続
で
過
去
最
高
を
更
新
し
、
三

年
間
で
約
一
・
六
倍
に
拡
大
し
た
と
の

こ
と
で
す
。
配
当
金
総
額
の
増
加
は
、

企
業
の
好
業
績
を
反
映
し
た
も
の
と
見

ら
れ
ま
す
。
成
長
企
業
な
ど
は
「
収
益
」

を
次
の
新
規
投
資
に
回
し
た
り
、
フ
リ

ー
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
を
内
部
留
保
に

回
す
た
め
、
必
ず
し
も
高
配
当
に
な
る

と
は
限
り
ま
せ
ん
が
、
新
規
の
投
資
案

件
が
な
け
れ
ば
、
配
当
や
有
利
子
負
債

の
返
済
、
自
社
株
買
い
な
ど
に
回
す
の

が
一
般
的
で
す
。
最
近
は
、
配
当
に
対

す
る
企
業
の
意
識
が
変
わ
っ
て
き
た
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

敵
対
的
な
Ｍ
＆
Ａ
（
企
業
の
合
併
・

買
収
）
に
対
す
る
防
衛
策
と
し
て
「
株

主
還
元
で
高
株
価
を
維
持
す
る
必
要
が

あ
る
」
と
考
え
、
増
配
に
踏
み
切
る
企

業
も
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

地
域
通
貨

増
配
企
業
が
増
加
中


